
連帯責任

内閣の主な仕事

主な行政機関

議院内閣制の仕組み

内閣不信任決議

・外国との条約を結ぶ（条約の承認は国会の仕事）

・法律の執行

・最高裁判所長官の指名とその他の裁判官の任命
・天皇の国事行為に対する助言と承認
・予算の作成・提出 ・政令の制定
・外交関係の処理

・国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である
・衆議院と参議院からなる二院制である

・衆議院に強い権限が認められている。（衆議院の優越）

予算の先議

国勢調査法律案の議決

内閣不信任の決議

予算の議決　条約の承認　内閣総理大臣の指名

(任期が短く解散もあり、より国民の意見を反映できるため）

衆議院の優越が認められていないのはどれか？

その理由はなにか？

国会の仕事ではないのはどれか？

国会

裁判所

内閣

衆議院と参議院の比較

法律の制定（立法）
予算の審議・議決
内閣総理大臣の指名
内閣総理大臣の任命
条約の承認
国政調査権

憲法改正の発議
弾劾裁判所の設置

国会が定めた法律や予算に基き政治を行うことを行政と言い行政を担当する機関を内閣という
内閣の最高責任者を内閣総理大臣（首相）という
内閣は内閣総理大臣（首相）と国務大臣によって構成される
内閣は国会の信任に基づき連帯責任を負う議院内閣制のしくみをとる
内閣の行う会議を閣議という

国会の種類

法律ができるまで
※関係者や学識経験者に
意見を聞く

法案

内閣

常会（
毎年一回一月中に召集される。会期は150日間

臨時会
内閣が必要と認めた時、またはいずれかの
議員の4分の1以上の要求があった時

特別会
衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集される。
内閣総理大臣の指名が行われる

参議院の緊急集会
衆議院の解散中に緊急の必要がある時内閣が召集をきめる

議長

委員会公聴会

本会議

↓

↓

↓

議長

委員会公聴会

本会議

↓

↓

↓ 天皇が公布

　　　　　　　　　三審制を行う理由はなにか？

裁判を慎重に行い間違いを防ぎ人権を守るため

最高裁判所

高等裁判所
下級裁判所

簡易裁判所

地方裁判所 家庭裁判所

上告

控訴

控訴

控訴

上告

上告

抗告

抗告

※抗告・・・判決ではなく

決定や命令に対して行う

簡易な不服申立

こうこく

刑
事
裁
判

刑
事
裁
判

民
事
裁
判

民
事
裁
判

家
事
事
件

少
年
事
件

国会や内閣は裁判所に干渉してはならない。また一つ一つの裁判では

裁判官は自分の良心に従い憲法と法律だけにしばられる

頻出記述問題

最高裁判所
全国１か所。高等裁判所から上告された事件

を扱う

高等裁判所
全国８か所。地方・家庭裁判所などから控訴された

事件などを扱う。主に第 2審の裁判をおこなう

家庭裁判所
全国50か所。家庭内の争いや、少年事件などを

扱う

地方裁判所 全国50か所。第一審と簡易裁判所から控訴された

民事裁判の第 2審をおこなう

全国 438 か所。請求額が 140 万円以下の民事裁判

と罰金以下の刑事裁判の第一審をおこなう
簡易裁判所

民事裁判

　裁判所

個人や企業の

私人の間の争い

貸してたバナナ

かえせ！！！
記憶にない

ウホッ！！！

訴えた人

判決・和解
原告 被告

訴えられた人
↓ ↓

刑事裁判

犯罪が発生！！

　裁判所　公判　判決

被疑者

犯人を見つけ証拠を集め、

検察官に事件を送る。 

逮捕には裁判官の出す令状が必要

警察から送られてきた被疑者を

裁判にかけるかどうか最終的な

判断をする

警察官と検察官が捜査
警察官 検察官

捜査・逮捕 刑罰にかけるべきだと裁判所へ

被告人

内閣不信任の決議


